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ま
た
、
近
年
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

操
縦
士
の
高
齢
化
が
進
ん
で
お

り
、
今
後
退
職
に
伴
う
操
縦
士

不
足
が
事
業
運
営
に
支
障
を
来

す
お
そ
れ
が
あ
る
。
よ
っ
て
、

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、

将
来
に
わ
た
っ
て
ド
ク
タ
ー
ヘ

リ
を
安
定
し
て
運
用
し
て
い
く

た
め
に
、
次
の
項
目
を
実
施
す

る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。
⑴
医

療
提
供
体
制
推
進
事
業
費
補
助

金
の
基
準
が
、
事
業
運
営
の
実

態
に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
か
を
検
証
し
、
算
定
方
法
及

び
基
準
額
の
改
善
を
図
る
と
と

も
に
、
財
源
の
確
保
に
努
め
る

こ
と
。
⑵
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
安

全
・
安
定
的
な
事
業
継
続
の
た

め
に
、
操
縦
士
を
初
め
と
す
る

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航
従
事
者
の

育
成
・
確
保
に
対
し
て
必
要
な

支
援
を
行
う
こ
と
。

◇
シ
リ
ア
に
お
け
る
邦
人
へ
の

テ
ロ
行
為
に
対
す
る
非
難
決
議

　

今
般
、
シ
リ
ア
に
お
い
て
Ｉ

Ｓ
Ｉ
Ｌ
（
過
激
派
武
装
組
織
Ｉ

Ｓ
）
が
、
２
名
の
邦
人
に
対

し
、
非
道
・
卑
劣
な
テ
ロ
行
為

を
行
っ
た
。
本
市
議
会
は
、
市

民
を
代
表
し
、
無
念
に
も
犠
牲

と
な
ら
れ
た
お
二
人
に
深
い
哀

悼
の
意
を
表
し
、
こ
の
よ
う
な

無
法
な
テ
ロ
行
為
を
強
く
非
難

す
る
。
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
に
対
し
て
国
際

社
会
が
結
束
し
、
国
連
安
全
保

障
理
事
会
決
議
に
基
づ
い
て
、

外
国
人
戦
闘
員
の
参
加
を
阻
止

す
る
措
置
や
資
金
源
を
断
つ
措

置
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講

じ
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、テ

ロ
の
脅
威
に
直
面
す
る
国
際
社

会
と
の
連
携
と
取
り
組
み
を
一

層
強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
内

は
も
と
よ
り
、
海
外
の
在
留
邦

人
の
安
全
確
保
に
万
全
の
対
策

を
期
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

所
が
認
め
る
決
定
を
下
し
た
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
、
社
会
の

平
穏
を
乱
し
、
人
間
の
尊
厳
を

侵
す
行
為
と
し
て
、
そ
れ
を
規

制
す
る
法
整
備
が
さ
れ
て
い
る

国
も
あ
る
。
２
０
２
０
年
に

は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
が
開

催
さ
れ
る
が
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
を
放
置
す
る
こ
と
は
国
際
社

会
に
お
け
る
我
が
国
へ
の
信
頼

を
失
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、

政
府
に
対
し
、
表
現
の
自
由
に

十
分
配
慮
し
つ
つ
も
、
ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
対
策
に
つ
い
て
、
法

整
備
を
含
む
強
化
策
を
速
や
か

に
検
討
し
実
施
す
る
こ
と
を
強

く
求
め
る
。

▪
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
安
定
的
な

事
業
継
続
に
対
す
る
支
援
を
求

め
る
意
見
書

　

現
在
、
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
は
、

全
国
で
36
道
府
県
に
44
機
が
導

入
さ
れ
、
救
命
率
の
向
上
や
後

遺
症
の
軽
減
に
大
き
な
成
果
を

上
げ
て
い
る
。
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ

の
運
航
経
費
に
つ
い
て
は
、
厚

生
労
働
省
に
よ
る
医
療
提
供
体

制
推
進
事
業
費
補
助
金
に
よ

り
、
運
営
主
体
に
対
し
て
財
政

支
援
が
図
ら
れ
て
い
る
。
地
域

に
よ
っ
て
出
動
件
数
や
飛
行
距

離
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
か

ら
、
補
助
金
の
算
定
に
当
た
っ

て
は
地
域
の
実
態
を
的
確
に
反

映
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
。
加
え
て
、
年
々

増
加
す
る
出
動
件
数
に
対
し
て

補
助
金
の
基
準
額
を
適
切
な
も

の
と
す
る
よ
う
さ
ら
な
る
精
査

が
必
要
で
あ
る
。
救
急
医
療
体

制
に
お
い
て
、
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ

は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
事
業

を
安
全
に
安
定
し
て
継
続
し
て

い
く
た
め
に
は
、
実
態
を
よ
く

踏
ま
え
た
上
で
、
基
準
額
を
設

定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

条
約
を
初
め
と
す
る
法
的
枠
組

み
の
基
本
的
理
念
と
な
る
核
兵

器
の
非
人
道
性
や
人
間
の
安
全

保
障
並
び
に
地
球
規
模
の
安
全

保
障
に
つ
い
て
、
唯
一
の
戦
争

被
爆
国
と
し
て
積
極
的
に
発
信

し
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
に
向

け
た
法
的
枠
組
み
に
関
す
る
国

際
的
な
合
意
形
成
を
促
進
す
る

こ
と
。
⑸
日
米
間
の
あ
ら
ゆ
る

場
の
議
論
を
通
じ
、
核
兵
器
の

な
い
世
界
に
向
け
て
の
法
的
枠

組
み
を
見
通
し
た
日
米
安
全
保

障
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
核
兵

器
の
な
い
世
界
に
向
け
た
新
た

な
安
全
保
障
の
あ
り
方
を
世
界

に
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国

際
的
議
論
を
促
進
す
る
こ
と
。

▪
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
に
つ

い
て
法
整
備
を
含
む
強
化
策
を

求
め
る
意
見
書

　

近
年
、
一
部
の
国
や
民
族
あ

る
い
は
特
定
の
国
籍
の
外
国
人

を
排
斥
す
る
差
別
的
言
動
（
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
）
が
、
社
会
的

関
心
を
集
め
て
い
る
。
昨
年
、

国
際
連
合
自
由
権
規
約
委
員
会

は
、
「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種

差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条

約
（
人
種
差
別
撤
廃
条
約
）
」

上
の
人
種
差
別
に
該
当
す
る
差

別
的
言
動
の
広
が
り
に
懸
念
を

示
し
、
締
約
国
で
あ
る
日
本
に

対
し
、
こ
の
よ
う
な
差
別
的
言

動
に
対
処
す
る
措
置
を
と
る
べ

き
と
の
勧
告
を
し
た
。
さ
ら

に
、
国
際
連
合
人
種
差
別
撤
廃

委
員
会
も
日
本
に
対
し
、
法
に

よ
る
規
制
を
行
う
な
ど
の
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
へ
の
適
切
な
対
処

に
取
り
組
む
こ
と
を
強
く
求
め

る
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。
最
近

で
は
、
京
都
地
方
裁
判
所
及
び

大
阪
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
行

わ
れ
た
、
特
定
の
民
族
・
国
籍

の
外
国
人
に
対
す
る
発
言
に
関

係
す
る
事
件
に
つ
い
て
違
法
性

を
認
め
た
判
決
を
、
最
高
裁
判

に
真
摯
に
努
力
し
て
き
た
。
特

に
、
我
が
国
は
唯
一
の
被
爆
国

と
し
て
、
核
兵
器
廃
絶
へ
の
取

り
組
み
に
お
い
て
、
積
極
的
貢

献
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
昨
年
４
月
に
開
催
さ
れ
た

「
軍
縮
・
不
拡
散
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
（
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｉ
）
広
島
外
相

会
合
」
で
は
、
世
界
の
政
治
指

導
者
の
被
爆
地
訪
問
な
ど
を
呼

び
か
け
る
「
広
島
宣
言
」
を
我

が
国
か
ら
世
界
に
発
信
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
政
府

に
対
し
、
一
日
も
早
い
「
核
兵

器
の
な
い
世
界
に
向
け
た
法
的

枠
組
み
」
の
構
築
に
向
け
て
、

我
が
国
が
積
極
的
貢
献
を
果
た

す
よ
う
、
次
の
項
目
を
求
め

る
。
⑴
核
兵
器
国
も
参
加
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｔ
に
お
い
て
、
核
兵
器
の

な
い
世
界
に
向
け
た
法
的
枠
組

み
の
検
討
に
着
手
す
る
こ
と
を

合
意
で
き
る
よ
う
、
本
年
開
催

さ
れ
る
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
の

議
論
を
積
極
的
に
リ
ー
ド
す
る

こ
と
。
⑵
原
爆
投
下
70
年
の
本

年
、
我
が
国
で
開
催
さ
れ
る
広

島
で
の
国
連
軍
縮
会
議
、
長
崎

で
の
パ
グ
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
会
議
世

界
大
会
か
ら
、
核
兵
器
の
な
い

世
界
に
向
け
た
法
的
枠
組
み
実

現
へ
の
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

世
界
に
発
信
で
き
る
よ
う
、
政

府
関
係
者
、
専
門
家
、
科
学
者

と
と
も
に
市
民
社
会
の
代
表
や

世
界
の
青
年
に
よ
る
参
加
の
促

進
を
図
る
な
ど
、
両
会
議
を
政

府
と
し
て
も
積
極
的
に
支
援
す

る
こ
と
。
⑶
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｉ
広
島
宣

言
を
受
け
、
主
要
国
の
首
脳
が

被
爆
の
実
相
に
触
れ
る
第
一
歩

と
し
て
、
日
本
で
開
催
さ
れ
る

２
０
１
６
年
主
要
国
首
脳
会
合

（
サ
ミ
ッ
ト
）
の
首
脳
会
合
、

外
相
会
合
や
そ
の
他
の
行
事
を

広
島
、
長
崎
で
行
う
こ
と
を
検

討
す
る
こ
と
。
⑷
核
兵
器
禁
止

育
環
境
改
善
事
業
費
の
計
上
、

市
内
共
通
商
品
券
事
業
費
の
計

上
、
児
童
遊
園
整
備
事
業
費
の

増
、
都
市
公
園
整
備
事
業
費
の

増
な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

当
初
予
算

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
予
算

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

※
以
上
６
件
の
予
算
議
案
に
つ

い
て
は
７
面
に
関
連
記
事
掲
載

人
　
事

◆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て

河
並　

祐
幸
氏
（
再
任
）

福
島　

正
義
氏
（
再
任
）

議
員
提
出
議
案

意
見
書
・
決
議（
要
旨
）

▪
「
核
兵
器
の
な
い
世
界
に
向

け
た
法
的
枠
組
み
」
構
築
へ
の

取
り
組
み
を
求
め
る
意
見
書

　

本
年
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
終
戦
か
ら
70
年
の
節
目
を
迎

え
る
。
我
が
国
は
、
大
戦
中
、

自
国
民
や
ア
ジ
ア
の
人
々
に
多

大
な
苦
痛
を
も
た
ら
し
た
こ
と

へ
の
反
省
に
立
っ
て
、
日
本
国

憲
法
に
不
戦
の
決
意
と
「
世
界

平
和
」
と
い
う
理
想
実
現
へ
の

努
力
を
う
た
い
、
70
年
間
、
国

連
を
中
心
と
し
た
平
和
の
拡
大

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
三
鷹
市
行
政
手
続
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
手
続
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
法
律
又
は
条
例
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
し
な
い
行
政

指
導
の
中
止
等
を
求
め
る
申
出

の
手
続
等
を
定
め
る
と
と
も

に
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

す
。

◆
三
鷹
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

国
及
び
東
京
都
の
給
与
制
度

の
総
合
的
見
直
し
等
に
準
じ

て
、
給
料
表
を
平
均
で
１.7
％
引

き
下
げ
、
例
月
給
を
約
６
千
700

円
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
管

理
職
手
当
の
月
額
に
つ
い
て
１0

万
３
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
で

定
額
化
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
職
員
退
職
手
当
支
給

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し

に
よ
る
給
料
月
額
の
引
き
下
げ

に
伴
い
、
退
職
手
当
の
調
整
額

に
係
る
点
数
１
点
当
た
り
の
上

限
額
を
現
行
１
千
円
か
ら
１
千

75
円
に
改
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

建
築
基
準
法
等
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
手
数
料
を
徴
収
す
る

事
務
を
４
件
追
加
し
、
１
件
を

廃
止
す
る
と
と
も
に
、
規
定
を

整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
民
体
育
施
設
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
外
郭
環
状
道
路
中
央
ジ

ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
地
区
の
工
事
着

手
に
伴
い
、
三
鷹
市
北
野
高
架

下
ス
ポ
ー
ツ
広
場
を
廃
止
す
る

も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
学
童
保
育
所
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

三
鷹
市
五
小
学
童
保
育
所
の

建
替
え
工
事
の
完
了
に
よ
る
移

転
に
伴
い
、
位
置
の
変
更
を
行

う
も
の
で
す
。

の
保
険
料
に
係
る
所
得
段
階
を

見
直
し
、
平
成
27
年
度
か
ら
29

年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る

保
険
料
の
額
及
び
保
険
料
の
軽

減
強
化
に
つ
い
て
定
め
る
と
と

も
に
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
等
の
実
施
に
係

る
経
過
措
置
を
定
め
る
ほ
か
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
介
護
保
険
法
に
基
づ

く
事
業
及
び
施
設
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
指
定
介
護
予
防
支
援
等

の
事
業
の
基
準
及
び
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
が
遵

守
す
べ
き
基
準
等
に
つ
い
て
定

め
る
と
と
も
に
、
規
定
を
整
備

す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
建
築
審
査
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

建
築
審
査
会
を
招
集
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
等
に
、
建

築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
も

の
の
ほ
か
、
他
の
法
令
に
よ
り

同
法
を
準
用
す
る
場
合
を
含
め

る
こ
と
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
消
防
団
員
等
公
務
災

害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。補

正
予
算

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１2
億
３
千
888
万
７
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
699
億
８

千
849
万
４
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
繰
越
明
許
費
と
債
務
負
担

行
為
の
補
正
を
行
う
も
の
で

す
。
主
な
内
容
は
、
歳
出
予
算

に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
保

２７・４・２９

可
決
し
た
議
案

第
1
回
定
例
会

◆
三
鷹
市
心
身
障
が
い
者
福
祉

手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

い
、
特
定
疾
患
手
当
の
支
給
対

象
に
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
定

医
療
費
支
給
の
認
定
を
受
け
て

い
る
者
を
加
え
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
を

図
る
た
め
、
低
所
得
者
世
帯
に

対
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
軽

減
判
定
の
所
得
基
準
額
を
引
き

上
げ
る
と
と
も
に
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
介
護
福
祉
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者 三鷹市五小学童保育所


